
大野市告示第３８号 

 

 大野市指定給水装置工事事業者の処分等に関する要綱を次のように定める。 

 

         平成２７年３月９日 

 

                     大野市長 岡田高大 

 

   大野市指定給水装置工事事業者の処分等に関する要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、水道法（昭和３２年法律第１７７号）第２５条の１１及び大

野市指定給水装置工事事業者規程（平成１８年告示第１８２号。以下「規程」と

いう。）第１７条に規定する指定工事事業者の指定の取消し又は停止の処分及び

これに係る行政指導（以下「処分等」という。）の基準について、必要な事項を

定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱で使用する用語の意義は、規程で使用する用語の例による。 

（処分等の基準） 

第３条 処分等は、指定工事事業者が別表第１の左欄に掲げる行為（以下「違反行

為」という。）を行った場合における累積点数（一の指定工事事業者につき、当

該指定工事事業者が行った違反行為ごとに同表右欄に定めるところにより付した

点数の合計をいう。）に応じて行うものとし、その基準は別表第２のとおりとす

る。 

２ 前項に規定する違反行為ごとの点数は、当該点数が付された日から起算して２

年を経過した日に消滅する。 

３ 一の指定工事事業者が同時に２以上の違反行為を行ったときは、それぞれの違

反行為ごとの点数を付するものとする。 

（処分等の手続） 

第４条 市長は、指定工事事業者が行った違反行為の累積点数が行政指導に相当す

る場合は、指導通知書（様式第１号）により、その旨を当該指定工事事業者に通



知するものとする。 

２ 市長は、指定工事事業者が行った違反行為の累積点数が処分に相当する場合は、

処分通知書（様式第２号）により、その旨を当該指定工事事業者に通知するもの

とする。 

３ 前項の場合にあっては、大野市行政手続条例（平成９年条例第１号）及び大野

市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則（平成９年規則第４号）に基づき、聴

聞又は弁明の機会の付与の手続を執るものとする。 

 （その他） 

第５条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

   附  則  

 この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 



別表第１（第３条関係） 

 違反行為 点数 

１  不正な手段により指定工事事業者の指定を受けたとき １０点 

２  主任技術者を置かなくなったとき １０点 

３  厚生労働省令で定める機械器具を有しなくなったとき １０点 

４  次のいず れかに該 当するこ ととなっ たとき又 は法人に あっ て 、

その役員 の中に次 のいずれ かに該当 する者が あること とな っ た

とき 

 

 ア  成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得

ないもの 

１０点 

イ  水 道 法 に 違 反 し て 、 刑 に 処 せ ら れ 、 そ の 執 行 を 終 わ

り、又は執行を受けることがなくなった日の翌日から２年

を経過しない者 

１０点 

ウ  水道法第２５条の１１第１項の規定により指定を取り

消され、その取消しの翌日から２年を経過しない者 

１０点 

エ  業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがある

と認めるに足りる相当の理由がある者 

１０点 

５  主任技術者の選任・解任届を提出しないとき １０点 

６  事業所の 名称及び 所在地そ の他厚生 労働省令 で定める 事項 に 変

更があっ たとき、 又は給水 装置工事 の事業を 廃止し、 休止 し 、

若しくは 再開した ときにお いて、そ の旨の届 出書を提 出し な か

ったとき又は虚偽の提出をしたとき 

２点 

７  給水装置工事ごとに主任技術者を指名しなかったとき ２点 

８  配水管か ら分岐し て給水管 を設ける 工事及び 給水装置 の配 水 管

への取付 口から水 道メータ ーまでの 工事を施 行する場 合に お い

て、当該 配水管及 び他の地 下埋設物 に変形、 破損その 他の異常

を生じさ せること がないよ う適切に作業を行 うことが でき る 技

能を有す る者を従事させず 、又はそ の者に当 該工事に従事 す る

他の者を実施に監督させなかったとき 

２点 

９  ８の工事 を施行す るときに 、あらか じめ市長 の承認を 受け た 工 ２点 



法、工期その他の 工事上の 条件に適合するよ うに当該 工事 を 施

行しなかったとき 

１０ 給水装置 工事の施 行技術の向上のた めの研修の機会を確保 し な

かったとき 

１点 

１１ 水道法施 行令第５ 条に規定 する基準 に適合し ない給水 装置 を 設

置したとき 

２点 

１２ 給水管及 び給水用 具の切断、加工、接合等に適さない 機械 器 具

を使用したとき 

１点 

１３ 指名した 主任技術 者に、施 行した給 水装置工 事ごとの 水道 法 施

行規則第 ３６条第 ６号に規 定する事 項に関す る記録を作成 さ せ

ず、又はその記録を３年間保存しなかったとき 

１点 

１４ 市長が主 任技術者 を給水装 置工事の検査に立ち会わせ るこ と を

求めた場合において、正当な理由なくこれに応じないとき 

１点 

１５ 指定工事 事業者が 施行した 給水装置 工事に関 し、市長 から の報

告 又 は資料の 提 出 の求め に対し 、 正 当 な 理 由 な く こ れ に 応 じ

ず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき 

２点 

１６ 施行する 給水装置 工事が水 道施設機能に障害を与えた とき 又 は

与える恐れが大であるとき 

４点 

 

 



別表第２（第３条関係） 

処分等の内容  累積点数 

行政指導 文書注意 １点 

 
文書警告 ２点から４点まで 

処分 指定停止３月 ５点から７点まで 

 
指定停止６月 ８点又は９点 

 
指定取消し １０点以上 

備考  

１  違反行為発覚から処分の決定までの間は、新規の給水装置工事及び施行継続

中の給水装置工事を施行することができる。ただし、当該指定工事事業者によ

る当該給水装置工事の施行により回復困難な損害が発生するおそれがある場合

は、この限りでない。  

２ 処分期間中は、新規に給水装置工事を施行することができない。ただし、施

行継続中の給水装置工事については、その施行に支障がない限り、当該処分期

間中も施行することができる。 


